
　

【表紙】  

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年５月17日

【会社名】 株式会社福島銀行

【英訳名】 THE FUKUSHIMA BANK, LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長　　加藤　容啓

【本店の所在の場所】 福島県福島市万世町２番５号

【電話番号】 024(525)2525(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役企画本部長　　鈴木　岳伯

【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市大宮区宮町二丁目81番地 いちご大宮ビル４階

株式会社福島銀行 大宮支店

 
【電話番号】 048(643)2830(代表)

【事務連絡者氏名】 支店長　　河野　邦明

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 1,911,300,000円
 

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

株式会社福島銀行 大宮支店

(埼玉県さいたま市大宮区宮町二丁目81番地 いちご大宮ビル４階)

 
(注)　大宮支店は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所

ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供する場所

としております。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2024年５月14日付で提出した有価証券届出書について、記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これ

を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

２ 【訂正事項】

第一部　証券情報

第１　募集要項

４　新規発行による手取金の使途

(2) 手取金の使途

②　本第三者割当増資を選択した理由

募集又は売出しに関する特別記載事項

１．定款の一部変更

(2) 本定款変更の内容

 

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　　(一重下線)を付して表示しております。但し、訂正前の内容として記載すべき事項及び訂正後の

内容として記載すべき事項に既に下線が付されている箇所については、訂正箇所は　　　(二重下線)を付して表示し
  

 

ております。
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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

４ 【新規発行による手取金の使途】

(2) 【手取金の使途】

②　本第三者割当増資を選択した理由

(訂正前)

(前略)

なお、本第三者割当増資は、既存株主の皆様にとって、後記「３．発行条件に関する事項」の「(2) 発行数量

及び株式の希薄化の規模に合理性があると判断した根拠」に記載のとおり、24.64％の普通株式の希薄化が生じる

というデメリットがある一方で、自己資本比率を維持しつつ、地元企業への貸出金の供給を継続的、かつ積極的

に行い、福島の復興、地域創生を進めることが可能となるメリットがあります。また、当行は、2019年11月11日

に割当予定先の親会社であるＳＢＩホールディングス株式会社(以下「ＳＢＩホールディングス」といいます。)

と資本業務提携契約を締結し、グループを通じて様々な連携を実施しており、ＳＢＩグループとの資本関係を更

に強固にすることで、当行がファースト利用行となることを目指し、共同開発している次世代バンキングシステ

ムを活用したビジネスモデルの転換など更なる連携の強化を図ることが可能であり、当行の企業価値向上に資す

るものと考えております。

 

(訂正後)

(前略)

なお、本第三者割当増資は、既存株主の皆様にとって、後記「第３　第三者割当の場合の特記事項　３　発行

条件に関する事項」の「(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模に合理性があると判断した根拠」に記載のとお

り、24.64％の普通株式の希薄化が生じるというデメリットがある一方で、自己資本比率を維持しつつ、地元企業

への貸出金の供給を継続的、かつ積極的に行い、福島の復興、地域創生を進めることが可能となるメリットがあ

ります。また、当行は、2019年11月11日に割当予定先の親会社であるＳＢＩホールディングス株式会社(以下「Ｓ

ＢＩホールディングス」といいます。)と資本業務提携契約を締結し、グループを通じて様々な連携を実施してお

り、ＳＢＩグループとの資本関係を更に強固にすることで、当行がファースト利用行となることを目指し、共同

開発している次世代バンキングシステムを活用したビジネスモデルの転換など更なる連携の強化を図ることが可

能であり、当行の企業価値向上に資するものと考えております。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

１．定款の一部変更

(2) 本定款変更の内容

(訂正前)

 (下線は変更箇所を示します。)

現　行　定　款 変　更　案

(前略)

＜新設＞

 
第12条の10(Ｂ種優先配当金)

当銀行は、第50条に定める剰余金の配当をすると

きは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主

名簿に記載または記録されたＢ種優先株式を有する

株主(以下「Ｂ種優先株主」という。)またはＢ種優

先株式の登録株式質権者(以下「Ｂ種優先登録株式

質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主

(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録

株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)

に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき、Ｂ種優先株式

１株当たりの払込金額相当額(ただし、Ｂ種優先株

式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併

合またはこれに類する事由があった場合には、適切

に調整される。)に、Ｂ種優先株式の発行に先立っ

て取締役会の決議によって定める配当年率を乗じて

算出した額の金銭(以下「Ｂ種優先配当金」とい

う。)の配当をする。配当年率は８％を上限とす

る。ただし、当該基準日の属する事業年度において

Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対し

て第12条の３に定めるＢ種優先中間配当金を支払っ
  

 

たときは、その額を控除した額とする。

２　 (略)

３　 (略)

 
(後略)
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(訂正後)

 (下線は変更箇所を示します。)

現　行　定　款 変　更　案

(前略)

＜新設＞

 
第12条の10(Ｂ種優先配当金)

当銀行は、第50条に定める剰余金の配当をすると

きは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主

名簿に記載または記録されたＢ種優先株式を有する

株主(以下「Ｂ種優先株主」という。)またはＢ種優

先株式の登録株式質権者(以下「Ｂ種優先登録株式

質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主

(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録

株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)

に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき、Ｂ種優先株式

１株当たりの払込金額相当額(ただし、Ｂ種優先株

式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併

合またはこれに類する事由があった場合には、適切

に調整される。)に、Ｂ種優先株式の発行に先立っ

て取締役会の決議によって定める配当年率を乗じて

算出した額の金銭(以下「Ｂ種優先配当金」とい

う。)の配当をする。配当年率は８％を上限とす

る。ただし、当該基準日の属する事業年度において

Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対し

て第12条の11に定めるＢ種優先中間配当金を支払っ
  

 

たときは、その額を控除した額とする。

２　 (略)

３　 (略)

 
(後略)
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